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令和5年第1回市議会（定例会）に次の案件を提出する｡ 
 

令 和 5 年 2 月 1 0 日 

堺市長  永  藤  英  機 

 

議案第 41 号  堺市基金条例の一部を改正する条例 

議案第 42 号  堺市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定

める条例及び堺市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園

の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例 

議案第 43 号  訴えの提起について 
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議案第 41 号 

 

堺市基金条例の一部を改正する条例 

 

堺市基金条例（平成２６年条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

別表堺市大規模災害被災地等支援基金の項の次に次のように加える。 

堺市職員退職手当基金 本市職員の退職手当の支給に要する資金に充てるため 

 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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（議案第 41 号説明資料） 

 

堺市基金条例の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

本市職員に係る定年の段階的な引上げに当たり、退職手当の支給に係る各年度の負担

の平準化を図るため、本市職員の退職手当の支給に要する資金に充てることを目的とす

る堺市職員退職手当基金を設置することとし、所要の改正を行うものであること。 

 

２ 施行期日 

令和５年４月１日から施行するものであること。 
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議案第 42 号 

 

堺市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に 

関する基準を定める条例及び堺市幼保連携型認 

定こども園以外の認定こども園の認定の要件を 

定める条例の一部を改正する条例 

 

（堺市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 堺市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

  第９条ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

 ２ 前項の規定は、園児の保育に直接従事する職員については、適用しない。ただし、

他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がないときは、

この限りでない。 

第１０条第３項第２号の表中「の場合においては」を「に規定する構造の屋内階段に

あっては」に改める。 

  第１３条ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

 ２ 前項の規定は、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室及び便所については、適用しな

い。ただし、他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、その行う保育に支障が

ないときは、この限りでない。 

 第２７条を次のように改める。 

  （業務継続計画の策定等） 

第２７条 幼保連携型認定こども園は、感染症又は非常災害の発生時において、園児の

教育及び保育を継続的に実施するとともに、非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 幼保連携型認定こども園は、職員に対し、業務継続計画について周知するととも

に、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 幼保連携型認定こども園は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

附則第１１項中「前２項」を「附則第９項から附則第１１項まで」に、「又は保育教
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諭」を「、保育教諭」に、「認める者を」を「認める者又は看護師等を」に、「並びに

保育教諭」を「、保育教諭」に、「認める者の」を「認める者並びに看護師等の」に改

め、同項を附則第１３項とし、附則第１０項の次に次の２項を加える。 

１１ 第８条第３項の表備考１に規定する者については、当分の間、１人に限って、当

該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師（以下これらを

「看護師等」という。）をもって代えることができる。ただし、満１歳未満の園児の

数が４人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識及び経

験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって同表備考

１に規定する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

１２ 前項の場合において、当該看護師等は第８条第３項の表備考１に規定する者を補

助する者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。 

（堺市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部改

正） 

第２条 堺市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例（平

成２８年条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第１項中「第１２条の４第２項」を「第１２条の５第２項」に改める。 

  第２５条第１号中「第３６条第４項各号」を「第４０条第１項各号」に改め、同条を

第２７条とする。 

  第２４条を第２６条とし、第２３条を第２５条とし、同条の前に次の１条を加える。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第２４条 認定こども園においては、子どもの通園、園外における学習のための移動そ

の他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、

点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在

を確認しなければならない。 

２ 認定こども園においては、通園を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座

席並びにこれらより１つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものそ

の他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認め

られるものを除く。）を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子ども

の見落としを防止する装置を備え、子どもの自動車からの降車の際に、当該装置を用

いて前項の規定による所在の確認を行わなければならない。 

  第２２条を第２３条とし、第１７条から第２１条までを１条ずつ繰り下げ、第１６条
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の次に次の１条を加える。 

（虐待等の禁止） 

第１７条 認定こども園の職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法第３

３条の１０各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をし

てはならない。 

 附則第３項中「第６項」を「附則第７項」に改める。 

附則第６項の表に次のように加える。 

附則第６項 第６条第１項の規定により

認定こども園に置かなけれ

ばならない保育士資格を有

する者 

看護師等 

附則第６項を附則第７項とし、附則第５項の次に次の１項を加える。 

６ 第６条第１項の規定により認定こども園に置かなければならない保育士資格を有 

する者については、当分の間、１人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、

看護師又は准看護師（以下これらを「看護師等」という。）をもって代えることがで

きる。ただし、満１歳未満の子どもの数が４人未満である認定こども園については、

子育てに関する知識及び経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育

を行うに当たって当該認定こども園の保育士資格を有する者による支援を受けること

ができる体制を確保しなければならない。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１条中堺市幼保連携型認定

こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第１０条の改正規定並びに第２条中

堺市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例第６条及び

第２５条第１号の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の堺市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定

の要件を定める条例第１条に規定する認定こども園において、同条例第２４条第２項に

規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の

車内の子どもの見落としを防止する装置（以下「ブザー等」という。）を備えることに
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つき困難な事情があるときは、令和６年３月３１日までの間、同項の規定は適用しな

い。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を

講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。 
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（議案第 42 号説明資料） 

 

堺市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に 

関する基準を定める条例及び堺市幼保連携型認 

定こども園以外の認定こども園の認定の要件を 

定める条例の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平成２６

年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１号。以下「基準省令」という。）及び就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第

４項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備

及び運営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第２号。以下

「基準告示」という。）の一部改正に伴い、堺市幼保連携型認定こども園の設備及び運

営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第３１号）及び堺市幼保連携型認定こど

も園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例（平成２８年条例第３９号）につい

て、次に掲げる改正を行うものであること。 

 (1) 本市における認定こども園に係る設備等の基準について、基準省令又は基準告示と

同等の内容とする改正 

  (2) 規定の整備 

 

２ 施行期日 

  令和５年４月１日から施行するものであること。ただし、１(2)に係る改正規定は、公

布の日から施行するものであること。 
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議案第 43 号 

 

訴えの提起について 

 

次のとおり訴えを提起する。 

 

1 事件名 建物明渡等請求事件 

 

2 当事者 原 告  堺市 

被 告  堺市堺区宿院町東 4丁 1番 27号 

堺市女性団体協議会 

委員長 大町 むら子 

 

3 請求の趣旨 

(1) 被告に対し、堺市立男女共同参画センターのうち、1 階連絡室部分（以下「対象物

件」という。）の明渡しを求める。 

(2) 被告に対し、令和 5 年 1 月 1 日から対象物件の明渡済みに至るまで 1 日当たり金

1,563円の割合による金員の支払を求める。 

(3) 訴訟費用は、被告の負担とすることを求める。 

との判決及び仮執行宣言を求める。 

 

4 訴訟提起先 

大阪地方裁判所堺支部 

 

5 訴訟方法等 

控訴、上告、和解その他本件の処理に関する事項は、市長に一任する。 
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（議案第 43 号説明資料） 

 

訴えの提起について 

 

本市は、堺市女性団体協議会（以下「女性団体」という。）に対し、堺市立男女共同参画

センターのうち、1階連絡室部分（以下「対象物件」という。）に係る令和 5年 1月 1日以

後の行政財産目的外使用を許可していないにもかかわらず、女性団体は、同日以後も対象

物件を占有している。これについて、早期に対象物件を明け渡すよう催告を行ったが、女

性団体はこれに応じようとしない。 

令和 5年 4月からは、堺市立男女共同参画センターの施設全体を対象に指定管理者制度

を導入し、指定管理者により対象物件においても指定管理業務を実施する予定であるが、

女性団体の占有により指定管理者の準備作業や 4月以後の業務の実施に支障が生じ、市民

サービスに影響を及ぼすおそれがある。 

そのため、女性団体に対し、対象物件の明渡し及び民法（明治 29年法律第 89号）第 703

条に基づく不当利得返還請求として、令和 5年 1月 1日から明渡済みに至るまでの占有に

係る金員の支払を求める訴えを提起するものである。 
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